
※ 郵送・FAX 等での応募等が可能な場合は、各情報の下段に宛先を記載しています。※予定は変更になる場合があります。

第12回特別弔慰金

戦没者等の遺族に支給する特別弔慰金
●支給内容　５年償還の記名国債（額面27万5,000円）
● 対象者　戦没者等の子どもや兄弟姉妹等の代表者１人
※ 令和７年４月１日時点で恩給や遺族年金等を受ける人
（戦没者の妻や父母）がいない場合に限る

※対象者の中で支給順位や支給要件有り
● 請求　４月１日（火）～令和10年３月31日（金）に請求者

及び代理人の身分証明書を持って、市福祉政策課又は総
合支所住民サービス課で手続き

※５月23日（金）までは市役所６階601会議室（平日9:00
　～ 16:00）で受付

申
請

問市福祉政策課　TEL 0994-31-1113

「ブックスタート」事業の
協賛者

市内在住の１歳までの赤ちゃんとその家族へ、絵本のプレ
ゼントを行う「ブックスタート」事業の協賛者
●協賛金　5,000 円
※後日送付する納入通知書で支払い
● 応募　５月 16 日（金）までに申込書を提出又は専用

フォームから応募
※申込書は市ホームページに掲載
※ ６月１日（日）～ 11 月 30 日（日）に
　協賛企業名等を紹介するシールを絵本
　に貼って、赤ちゃんにプレゼント

申
請

問市生涯学習課　syougaku@city.kanoya.lg.jp
　TEL 0994-31-1138　FAX 0994-41-2935

▲専用フォーム

「鹿屋市緑のカーテン
コンテスト」の参加者

暑さ対策・省エネ・CO2削減のために、植物の力を利用して
建物の温度上昇を抑える「緑のカーテン」コンテスト
●対象者
〇市内在住の個人
〇市内の事業所、団体、学校
●参加料　無料
※希望する場合は苗、土、プランター等の無料配布有り　 
　（過去２年以内に参加経験がある場合は種、苗のみ）
● 応募　５月 9 日（金）までに申込用紙を提出又は専用

フォームから応募
●その他　入賞者は表彰します（副賞有り）

応
募

問市生活環境課　TEL 0994-31-1115

第２回
ネイチャー吹矢ゴルフ大会

応
募

問日本スポーツウエルネス吹矢協会鹿屋地域支部連絡会
　TEL 090-8417-2277（松

ま つ い
井）

ゴルフのカップの代わりに吹矢の的を用いる「ネイチャー
吹矢」大会参加者
●期日　５月 18 日（日）　9:00 ～ 12:00
●場所　鹿屋運動公園多目的広場
※雨天の場合は同公園内の屋内運動場
● 対象者　中学生以上の人
●定員　10 人　※先着順
● 応募　５月８日（木）まで

に連絡

雨水排水路工事のため
通行止めを行います

　王子・札元地区の道路冠水解消のため、次の期間に雨水
排水路工事を実施します。期間中は下図の赤線部分が終日
通行止めとなりますので、ご理解とご協力をお願いします。
　また、工事区間周辺は混み合うことが予想されますので、
お急ぎの場合は迂回するようお願いします。
●通行止期間　４月上旬～７月中旬
※天候や現場状況等により変更になる場合があります。
●通行止時間　終日　※夜間も通行止めを実施
●通行止箇所

お
知
ら
せ

問市下水道課　TEL 0994-31-1133

県民健康プラザ
鹿屋

農業高校
寿北小学校

かつ満佐

まいにち交通

井上眼科

ゲオ鹿屋店

269

553

工事区域

通行止区間

本庁１階の住民票等自動交付機が
サービス終了します

　本庁１階に設置している住民票等自動交付機が５月 25
日（日）でサービスを終了します。これ以降の各種証明書
の発行は、市役所窓口やコンビニ交付サービスをご利用く
ださい。
●「かのや市民カード」について
　自動交付機で使用していた「かのや
市民カード」は、サービス終了後も窓
口で印鑑登録証明書を取得する際に必
要ですので、引き続き大切に保管してください。誤って破
棄してしまうと印鑑の再登録（有料）が必要となります。
●コンビニ交付サービスについて
　マイナンバーカードを持っている場合は、全国のコンビ
ニエンスストアに設置されているマルチコピー機で証明書
交付サービスを利用可能です。
〇 発行可能な証明書　住民票謄本・抄本、印鑑登録証明書、

所得証明、課税証明、戸籍謄本・抄本、戸籍の附票
〇 利用可能なコンビニエンスストア　全国のファミリー

マート、ローソン、セブン－イレブン
〇利用時間　 6:30 ～ 23:00
※戸籍謄本・抄本、戸籍の附票は平日 8:30 ～ 17:00

お
知
ら
せ

問市民課　TEL 0994-31-1114

地域資源を活用した食品の
商品開発などの支援事業

●対象者
〇 これまでに①～②の補助金の交付を受けたことがなく、

市内で生産又は製造・加工される農林水産物（食用に限
る）・食品の販路開拓・商品開発等に取り組む者

〇 市税に滞納が無く、市内に事業所等を有する法人又は市
内に住所を有する個人もしくは団体

※その他要件有り
※申請書等は市農政課、市ホームページに有り
①鹿屋市特産品販売推進支援事業補助金
● 対象経費　市内で製造・加工される食品の品質や生産能

力の向上等に必要な機械の購入費
●補助率　対象経費の２分の１以内（上限 250 万円）
※審査により交付事業者を決定
●申請　４月 25 日（金）～５月 30 日（金）に必要書類
　を提出
②鹿屋市商品開発支援事業補助金
● 対象経費　市内で生産される農林水産物を活用した商品

開発等に要する経費
●補助率　対象経費の２分の１以内（上限 30 万円）
●申請　４月 25 日（金）～５月 30 日（金）に事前相談
※予算上限に達し次第受付終了

申
請

問市農政課　TEL 0994-31-1180

５月28日（水）11時～
Ｊアラート試験放送

　市では、重大な緊急情報を市民に即時に伝えるため、Ｊ
アラート（全国瞬時警報システム）を整備しています。シ
ステムが正常に作動するかを確認するため、次の内容で試
験放送を行う予定です。試験放送の際は、戸別受信機など
の電源を切っていても自動的に作動し、最大音量で放送さ
れます。
●日時　５月 28 日（水）　11:00 頃
● 内容　「（チャイム）これはＪアラートのテストです。こ

れはＪアラートのテストです。これはＪアラートのテス
トです。（チャイム）」

お
知
ら
せ

問市安全安心課　TEL 0994-31-1124

「歯と口の健康週間」に関する
WEBイベント

　６月４日（水）～ 10 日（火）の「歯と口の健康週間」
期間に合わせて、鹿屋市歯科医師会が実施する WEB イベ
ント
● 対象者　市内に在住する人
※ I

イ ン ス タ グ ラ ム
nstagram アカウントが必要

● 応募期限　５月 19 日（月）
〈歯と口の健康クイズ〉
● 応募　応募期間内に、鹿屋市歯科医師会 Instagram のリ

ンク先のサイト（G
グ ー グ ル
oogle フォーム）でクイズに回答

〈歯っぴいスマイルコンテスト〉
● テーマ　見る人が笑顔になるような歯が見える笑顔の写

真（加工したものは不可）
● 応募　応募期間内に、鹿屋市歯科医師会 Instagram を

フォローして、ダイレクトメッセージで写真を送付
〈歯みがき動画コンテスト〉
● テーマ　歯みがきを含む 15 秒以内の動画（例：歯ブラ

シを手に持ってダンスを踊る　など）
※ 歯ブラシをくわえたまま走ったりダンスをしたりするこ

とは危険なので、絶対にしないこと
● 応募　応募期間内に、鹿屋市歯科医師会 Instagram を

フォローして、ダイレクトメッセージで動画を送付
※各イベントに景品有り

応
募

問鹿屋市歯科医師会　TEL 0994-41-5607

▲鹿屋市歯科医師会
　Instagram
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